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　当社は、平成18年5月29日開催の当社取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を

制定しておりますが、平成20年3月27日開催の当社取締役会において一部修正することを、決議いた

しましたので下記のとおりお知らせいたします。（変更箇所は下線で示しております。）

(1)　業務の適正を確保する体制

　当社では、下記の「経営理念」に従い、フジオーゼックス企業人として公正・正当・妥当に

行動いたします。この「経営理念」の主旨を具体的に従業員に解説し、日頃の職務を執行する

にあたっての指針としております。

　【経営理念】

　１．技術を極め、お客様の高い信頼と満足を頂ける製品を提供します。

　２．地球環境を守り、社会に信頼され、貢献する企業を目指します。

　３．常に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を喜び合える風土の醸成に努めます。

①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　　　コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役・使用人が法令・定款および当社の基本方針を

　　遵守した行動をとるための「経営理念」を定め、代表取締役が繰り返しその精神を取締役・使用人に

　　伝えることにより、倫理をもって行動し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

　　　また、代表取締役社長を委員長とする「企業倫理委員会」を設置し、取締役・使用人が経営理念に

　　従い、フジオーゼックス企業人としての公正・正当・妥当な行動を遵守するよう啓蒙、監査、改善是正

　　を継続する。「企業倫理委員会」は原則として６ヶ月に１回、必要あるときは随時、開催する。

　　　コンプライアンス統括部署（総務部・経営企画部より形成）を設け、全社のコンプライアンスの取り組

　　みを横断的に統括することとし、誠実性及び倫理観に対する具体的な手続として、

　　「コンプライアンスガイドライン」を制定し、取締役は率先垂範し社内に徹底するとともに、全社員自ら

　 行動実践できるように同部署を中心に階層別教育を行う。
　　　内部監査部門は、コンプライアンス統括部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これ

　　らの活動は定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。

　　　法令・定款上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供・相談を行う手段として、ホットラ

　　インを設置するとともに当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する｢内部通報制度規程｣

　　を制定している。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　　　社則の「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下

　　文書等という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、「文書管理規程」により、常時、これらの

　　文書等を閲覧できるものとする。

　　　また、情報の管理については「情報セキュリティ管理規程」および、「個人情報取扱管理規程」に従い、

　　適正に管理される。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　　損失の危機の管理に関しては、代表取締役社長を委員長とする「危機管理委員会」を設置し、当社

　　および当社グループ内において予想されるリスク及び潜在的リスクを排除・防止するための審議を行う。

　　危機管理委員会は原則として６ヶ月に１回開催する。

　　　また突発危機が発生した場合の対処方針を検討し、対外的影響を最小限にするための対応策を協

　　議する。

記
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　　当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監

　　督を行うこととする。取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、常務以上が出席する

 　経営会議を毎月2回開催し､職務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を

　　機動的に行うこととする。取締役会・経営会議は、必要に応じ臨時に開催を可能とする。

　　　社内規則に基づく、職務権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われ

　　る体制をとることとする。将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案し、全社的

　　な目標を設定する。また、毎期当初にコストに関する数値目標を含む数値目標の設定を行い、四半

　　期毎に管理会計手法を用いて、目標の達成をレビューし、結果をフィードバックすることにより、職務

　　の効率性を確保するシステムを採用する。

⑤　当該株式会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
　　するための体制
　　　子会社毎に、それぞれの責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する
　　権限と責任を与えており、本社コンプライアンス統括部署はこれらを横断的に推進し、管理すること
　　とする。
　　　また、親会社グループとの内部監査の情報交換と監査技術の研鑽を図るために、｢グループ監査
　　研究会｣への参加を行うこととする。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
　　する事項
　　　監査役は監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
　　　監査役会は監査室に属する使用人の人事異動について、事前に人事担当取締役より報告を受
　　ける事とともに、必要がある場合には、理由を付して当該人事異動につき変更を人事担当に申し入
　　れることができるものとする。また当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらか
　　じめ監査役会の承認を得るものとする。

⑧　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
　　する体制
　　（ｲ） 監査役は経営会議および職務執行に関する重要な会議および委員会に出席することができる。
　　（ﾛ） 監査役会と協議の上、監査役会に報告すべき事項を定める規程を制定し、この規程に基づ
　　　　 き、取締役は　次に定める事項を報告することとする。
　　　　　1. 経営会議で決議された事項
　　　　　2. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
　　　　　3. 毎月の経営状況として重要な事項
　　　　　4. 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
　　　　　5. 重大な法令・定款違反
　　　　　6. その他コンプライアンス上重要な事項
　　（ﾊ） 使用人は前項（ﾛ）2．および5．に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告
　　　　することができるものとする。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　　　監査役（会）は代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を開催
　    することとする。

⑩　反社会的勢力による被害を防止するための基本方針について
  　　　社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、反社会的勢力に対しては、
  　  毅然とした態度を貫くことを基本方針とする。
　  　　反社会的勢力に対する対応部署を総務部に設け、社内関係部署および外部専門機関
  　　（県、企業防衛対策協議会等）との協力体制を整備しております。

⑪　財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保する体制について
　  　　財務報告に係る内部統制について、その有効性を自ら評価する体制を構築するため、社長を
　    委員長とする内部統制委員会を設置し、財務報告の信頼性維持・向上をはかることとする。
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(2)　会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針
　当社として重要な事項と認識しており、継続的に検討をしておりますが、親会社および
緊密な者または同意している者の議決権の所有割合が50％を超えている現状を鑑みて、
現時点での防衛策の導入はしておりません。

(3)　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社都合の場合の他、当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触
した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実に
基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断
した場合は、監査役規則に則り「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議議案
とすることを取締役会に請求し、取締役会はそれを審議いたします。

以上


